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第５回山梨市水道審議会議事録 

 

開 会 年 月 日  令和４年１０月２０日（木曜日） 

開 会 の 場 所  山梨市役所西館４階 応接室 

出 席 委 員 氏 名 
奥平洋子  名取茂久 

※感染症対策のため、会長・職務代理の 2 名での答申。 

欠 席 委 員 氏 名 
雨宮昌子  飯嶋美紀  奥平幸男  芳賀庸訓    

萩原雅子  松下慶麿  米倉仁  

職務のため会議に出

席した事務局職員 

 水道課長 佐藤美仁 

 保科伸二 萩原英希 

議 事 の 経 過  以下のとおり 

 

【議事】開会 午後 3 時 00 分 

◎ 答申 

令和４年７月２８日付け、梨水道１第７－７号で本審議会に諮問されたこのことについて、

審議の結果、下記のとおり答申します。 

 

記 

 

本市の水道事業は、第２次山梨市水道ビジョンに基づき「市民から信頼される安全・強靭で持

続可能な水道を目指して」をスローガンとして経営を行っている。 

現状では、水道料金収入が人口減少や節水意識の高まり等によって減少傾向にある。一方で、

高度経済成長期に整備した多くの施設で老朽化が進み、その更新等には多大な費用が必要と

なるなど水道事業の経営は厳しさを増している。 

昨年度の審議会において、新型コロナウィルス感染症を背景とした厳しい経済情勢や下水道

料金の改定による市民への影響を鑑み、水道料金の改定を見送る答申とした。 

今年度も、昨年の状況に引き続き、エネルギー関連の価格高騰による物価上昇や円安などに

よって、市民の生活は厳しさが増す状況である。 

しかし、水道事業は、市民のライフラインとしての安全性を確保しながらも、経営の健全性を

保ち、安定したサービスを将来にわたり提供することが求められている。 

水道料金改定の見送りによる後年度への負担の増加を避けるとともに、将来的な経営の健全

性を確保するためにも水道料金収入の一定水準の確保が必要であると認められる。 

今回の水道料金改定についてはやむを得ないと意見集約したので、委員の総意をもってこれ

を答申する。なお、留意される事項を提言として申し添える。 
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（改定時期） 

１ 令和５年４月１日 

 

（水道料金の改定額） 

２  水道料金について、以下のとおり改定する。  

 （１）基本料金 （１か月につき）              （消費税別途） 

メーター口径 現行額（円） 改定額（円） 差額（円） 

１３mm 1,230 1,305 75 

２０mm 1,310 1,385 75 

２５mm 1,350 1,425 75 

３０mm 3,500 4,000 500 

４０mm 5,000 6,000 1,000 

５０mm 7,500 8,500 1,000 

７５mm 10,000 11,500 1,500 

１００mm 12,500 14,000 1,500 

１５０mm 15,000 16,500 1,500 

  

 （２）水量料金 （メーター口径 25mm 以下 ・ １か月につき）  （消費税別途） 

水量区分 現行額（円 /１

㎥） 

改定額（円 /１

㎥） 

差額（円/１㎥） 

１０㎥以下 - - - 

１１㎥～２０㎥ 150 170 20 

２１㎥～５０㎥ 170 190 20 

５１㎥以上 200 220 20 

 

（３）水量料金 （メーター口径 30mm 以上 ・１か月につき）    （消費税別途） 

水量区分 現行額（円 /１

㎥） 

改定額（円 /１

㎥） 

差額（円/１㎥） 

２０㎥以下 - - - 

２１㎥～５０㎥ 170 190 20 

５１㎥以上 200 220 20 

 

（改定率） 

３ 現行料金体系（平成 29 年度改正）から平均改定率 「９．８５％」の増。 
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（提言事項） 

４ 今後の水道事業を進めるにあたり、本審議会での関連意見をまとめ、以下のとおり提言

する。 

 

（１） 経営改善の努力と周知 

水道料金の改定によって、使用者に相応の負担を求めるためには、有収率の向上等によ

る経営の効率化や、今後の給水人口減少に向けた長期的な施設維持の見直しなど、経費

削減を図り、経営改善に向けた努力を行うこと。また、経営改善の進捗状況を使用者に

周知し、料金改定の正当性を示していくこと。 

 

（２） 財源確保のための調査研究 

本市の水道料金は県内でも高い。今後の費用の不足を水道料金の改定で賄っていく考え

方だけではなく、その他の財源の確保についても、安定的な経営を行う事業体の先進事

例を参考にして調査研究を行うこと。 

  

（３） 老朽化施設更新の必要性 

水道は市民のライフラインであることから、災害等に備え老朽化施設の更新は必要不可

欠である。市民の理解を得るよう今後の資産の更新状況や、それに伴う財政状況の周知

に努めること。 

 

（４） 料金改定の市民への周知 

水道料金の改定は、市民生活や経済活動に大きな影響を与えることから、積極的に市ホ

ームページや広報などで、分かりやすい周知に努めること。 

      

◎ 市長挨拶 

 ７月２８日の諮問から長期にわたり、名取会長を中心に、水道料金の改定につい

て審議をいただき、誠にありがとうございました。 

 

市民の生活状況は厳しさを増す状況ではありますが、今後の水道事業の安定的な経

営のためには水道料金の改定はやむを得ないとの答申のほか、経営改善に向けた提

言事項もいただいております。 

この答申を尊重し、慎重に判断したいと考えております。 

 

今後も水道事業の更なる経営努力に努めていきますので、皆様のご支援とご協力を

よろしくお願い申し上げます。 

閉会 午後 3 時 30 分 


